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On March 11th 2011, the Tohoku Earthquake occurred. Because of the big earthquake, tidal wave, a 
large fire and the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, almost all of the people living in 
East Japan have been seriously damaged. 

     After the occurrence of Tohoku Earthquake, ‘Fukko Kyoiku –i.e. Education for Reconstruction’ 
has implemented in schools in Japan –especially in elementary and secondary schools of Tohoku Area. The 
aim of Education for Reconstruction is that children falling victims of Tohoku Earthquake make the 
experience of the disaster for the energy to reconstruct the Tohoku Area and Japan. This paper describes 
the detail of the implementation and development of Education for Reconstruction, especially focusing on 
the model schools of ‘Iwate No Fukko Kyoiku’. 
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I．はじめに 
 
A．問題関心 
 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発生から、早 3

年半の月日が経とうとしている。M9.0 という巨大地

震に端を発し、大津波、大規模火災、原子力発電所

の事故と、これまでに経験したことのない事態が次

から次へと発生する未曾有の複合型巨大災害からは、

今日の社会の在り方そのものを問い直す必要性が

次々に突きつけられたといえる。エネルギー政策や

地域ごとの防災体制の在り方のみならず、様々な点

で既存の取り組みの見直しが行われるようになって

いる。 

 東日本大震災の発生を受けて既存の取り組みに

様々な見直しが図られているのは、学校教育におい

てもまた然りである。長期間にわたる避難所運営は、

地域の避難所としての学校の役割を見つめ直す契機

になったといえる。多くの地域でまちの具体的な復

興計画が見えてこない中、今なお仮設校舎での運営

を強いられている学校が方々で見受けられる実態は、
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学校と地域との結びつきの強さを改めて示すものと

もいえるであろう。また、被災地の学校の避難状況

等を踏まえ、近い将来の大地震発生が予想される各

地域で避難訓練をはじめ学校の防災体制見直しが進

められていることも指摘できるところである。 

 こうした東日本大震災後の様々な動きに対しては、

発生直後から調査研究が積み重ねられてきたところ

である。天笠・牛渡・北神・小松編著（2013）はじ

め、震災の発生に学校はどう対応したのか、その後

学校再開に向けどのような動きが取られていったの

かという時点から、現地の状況に即した調査研究が

この間多数なされてきた。それらは東日本大震災で

の被災の経験を今後の大規模災害にどう活かすかと

いう点で有意義である一方、震災によって甚大な被

害を受けた人々がその経験を今後の復旧・復興にど

う繋げていくかという点では、震災発生からの時間

的な短さもあり、必ずしも十分な知見は見出されて

いないといえる。しかし、被災者が震災をどう受け

止め、これからの復興をどう担っていくかという視

点は、東日本大震災を乗り越えるという意味ではも

っとも重要な視点の 1 つであるともいえる。特に、

復興にはこの先数十年という時間が必要になるとい

われていることに鑑みれば、その中心的な役割を担

う世代となる現在の子どもたちを学校教育の中でど

う育んでいくかということは、3・11後の社会の在り

方を考える上では欠かすことのできない課題といえ

るものであろう。 

 こうした視点で3・11後の学校教育を考えたとき、

注目すべきものとして「復興教育」と称される取り

組みを挙げることができる。詳細は後述するが、こ

の「復興教育」の実践を見ていくことを通じて、東

日本大震災を踏まえた新しい学校教育の姿について、

以下考察していくことにしたい。 
 
B．分析の視点 

 今日の日本の学校教育を考えたとき、たとえば国

際理解教育や環境教育、キャリア教育、消費者教育、

防災教育など、特定の教科の枠を超えた「○○教育」

と称される取り組みが多数行われるようになってお

り、その対応に学校が苦慮していることは様々に指

摘されてきたところである(1)。 
 こうした特定の教科の枠に限られない活動を行う

時間として、多くの学校で活用されているものに「総

合的な学習の時間」がある。「総合的な学習の時間」

は体験活動等を通じて教科横断的な学習を行うこと

がその趣旨として掲げられており、その時間が上述

の「○○教育」に充てられていることは、そのねら

いに合致した形であるということもできる。しかし、

この「総合的な学習の時間」については、多くの教

員が「導入されたことで仕事量が増加した」と感じ

ていることが以前から示されており（川村・越智・

紅林2005 p.176）、また具体的な活動内容についても、

基本的には教員の裁量で課題や単元を設定するもの

とされ、広くスタンダードとなるものが存在せずア

バウトな内容になりがちであると捉えられているこ

とは筆者らも一部執筆に関わった別稿(2) にて示した

とおりである。さらに、その他関連する先行研究を

みても、たとえば三石（2010）では「総合的な学習

の時間」を活用した環境教育の取り組みが実践に当

たっている教員に焦点を当ててとり上げられていた

り、宮坂（2006）において消費者教育の実践に向け

た教員個々人への授業ガイドラインの重要性が述べ

られていたりするところからは、「総合的な学習の時

間」を活用した教科横断的な取り組みが個々の教員

に依存するところ大であることを示しているといえ

よう。 
 一方、既存の教科の枠組みを超えた教育活動を展

開するための試みとして、近年広がりつつあるもの

に教育課程特例校制度に基づく独自カリキュラムの

設置を挙げることができる。教育課程特例校制度は、

学校教育法施行規則第55条の2に基づき、地域の実

情等に照らしてより効果的な教育を実施するため、

学習指導要領に拠らない独自の科目を設けることを

可能とする制度である。ただし、この教育課程特例

校制度に基づく独自カリキュラムについては、市区

町村単位での導入がほとんどであり、市区町村の教

育委員会が担う役割が大きくなっているという特色

が指摘される（大桃・押田編2014）。 
 これらと対比しつつ復興教育の取り組みをみたと

き、特に本稿で注目する「いわての復興教育」では、

県の教育委員会がプログラムの提示は行っているも

のの、具体的な内容については各学校の裁量にゆだ

ねているという特徴を見て取ることができる。自治

体でもなく、また個々の教師でもなく、学校を単位
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として独自のカリキュラムが策定されていくという

視点から、本稿では「いわての復興教育」に着目し

た事例研究を行っていくこととする。 
 以下、まずは復興教育について、国レベルおよび

「いわての復興教育」についてそれぞれ概要を示し

たのち、3つの事例を取り上げて復興教育の具体的な

取り組みを見ていくことにしたい(3)。 
 
Ⅱ．復興教育の推進 

 

A．国レベルの取り組み  

―文部科学省「復興教育支援事業」― 
 まずは復興教育についての国レベルでの取り組み

を見ていくことにする。 
 文部科学省では 2011 年度より、「復興教育支援事

業」を実施している。この事業は、「東日本大震災の

教訓を踏まえ、被災地の復興とともに、我が国全体

が希望を持って、未来に向かって前進していけるよ

うにするための教育（復興教育）を進めるため、被

災地における多様な主体による特色ある教育支援の

取り組みや、今後必要となるカリキュラムや教育プ

ログラムの作成を支援するとともに、その成果を全

国発信する」というものである(4)。 
 同事業の背景には、「東日本大震災の被災地におい

て自治体や大学、NPO等の多様な主体により既に行

われていた教育支援が、皆で助け合うことの重要性

を再認識する等教育上多くの効果をもたらしており、

今後も復興に向けた多様な取り組みが行われること

が重要である」とともに、「今後の我が国の学校教育

の新しいモデルとなるような先進的な取り組みであ

る」という認識がある(5)。同事業は、具体的には、被

災地の学校等と連携しながら、学校の教育課程上に

位置づけられた教育活動として復興教育に関する取

り組みを行う自治体や教育委員会、NPO等の団体を

公募し、必要な経費を支出するものである。取り組

みの内容としては、たとえば以下のようなものが想

定されている(6)。 
 
 ○今後必要となるｶﾘｷｭﾗﾑや教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成 
  ①震災の体験や教訓及び専門的知見を踏まえた

防災教育の推進 
  ②避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合い

など心の教育の推進 
  ③地域の様々なコミュニティの復興の動きと連

動した地域学習の推進 
  ④地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキ

ャリア教育等の推進 
  ⑤震災の影響により活動を制限された児童生徒

の体験活動や実験の推進 
  ⑥その他震災を踏まえた教育活動 
 ○特色ある教育支援 
  ①子どもの安心安全などについて保護者への相

談・カウンセリングや教職員のメンタルヘル

スの推進 
  ②教職員や児童生徒の活動事例集の作成、その

他復興教育の円滑な実施に必要な支援 
 
 2011年11月に行われた初回の公募には95件の応

募があり、54 団体（自治体：11 件、大学：14 件、

NPO 法人等：29 件）が採択されている。その後、

2012 年度は 16 団体、2013 年度は 20 団体がそれぞ

れ採択されている。以下に示すのは採択された団体

とその取り組みの一例である(7)。 
 
 ○仙台市教育委員会 
   新たな防災教育を推進し、児童生徒が命の尊

さ、自助・共助の大切さを学び、生涯にわたっ

て必要な防災対応力の習得や地域の防災拠点と

しての学校の機能の充実を図る。 
 ○社団法人日本理科教育振興協会 
   いわき市、南相馬市、石巻市、塩竈市、東松

島市など、被災により十分な理科の実験・観察

ができない地域の学校で「小学校理科 観察・

実験授業」を実施する。 
 ○株式会社キャリアリンク 
   職場体験学習が実施できない地域の中学校に

対して職場体験学習に代わる「キャリア教育プ

ログラム」を、校外学習が実施できない地域の

小学校に対して地域の復興に貢献する人々の視

点を組み込んだ校外学習を実施する。 
 
 同事業において期待される成果は、新たな教育プ

ログラムや教材・指導方法の開発、学習の評価方法

や教育効果等に関する知見の蓄積・共有である。す
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なわち、同事業の特徴としては、被災地の学校教育

の支援のみならず、それらを契機とした実践を共有

し、全国へと普及させることを企図している点にあ

る。 
 
B．岩手県における取り組み―「いわての復興教育」

― 

 次に、岩手県における復興教育の取り組みについ

て、その展開をみていくことにする。 
 岩手県では 2012 年より、「いわての復興教育」と

いう事業が進められている。震災発生直後の2011年

5月、岩手県教育委員会は「いわての復興教育」とし

て、県内すべての小中高に対し、震災から得た教訓

を踏まえた教育プログラムの検討・実施を要請した。

先行的な実践事例を収集するとともに、具体的なプ

ログラムの検討を行い、2012 年 2 月に『「いわての

復興教育」プログラム』が策定されて、「復興教育推

進校」として県内の小学校 26 校、中学校 20 校およ

び全ての県立学校が指定されるなど、本格的な取り

組みが進められた。その成果を踏まえて再検討が加

えられ、2013 年度には『「いわての復興教育」プロ

グラム（改訂版）』が作成されている（岩手県教育委

員会2014 pp.212-213）。実施期間は2015 年度まで

の予定とされている。 
 「いわての復興教育」は、2011年8月に策定され

た「岩手県東日本大震災津波復興計画」を受けて実

施されている。同計画では、「安全の確保」、「暮らし

の再建」、「なりわいの再生」の 3 つを復興に向けた

原則とし、「暮らしの再建」の具体的な取り組みの 1
つとして「教育・文化」を位置づけている。「教育・

文化」の基本的な考え方の1つには、「東日本大震災

津波体験を踏まえた防災教育や復興に対する自己の

在り方などを総合的に学ぶ全県的な教育プログラム

を進めることにより、子どもたち一人ひとりの学び

の場の復興を図る」ことが掲げられ、「いわての復興

教育」プログラムの構築は、「教育・文化」の中心的

な取り組みとされている(8)。なお、同事業は2011 年

度より、先述の文部科学省「復興教育支援事業」に

採択されている。 
 以下、「いわての復興教育」の内容について、『「い

わての復興教育」プログラム』（平成 24 年版）およ

び『「いわての復興教育」プログラム（改訂版）』（平

成25年版）に基づき見ていくこととする(9)。 
 
（1）目的・概要 

 「いわての復興教育」は、「郷土を愛し、その復興・

発展を支える人材の育成」を目的とし、震災や津波

の体験から得られた教育的価値（詳細は後述）を具

体化しながら、震災後の新たな教育課題に対応し、

これまでの教育活動を充実・深化させるものである。 
 そのため各校は、防災教育・健康教育をはじめ、

ボランティア教育やキャリア教育・道徳教育などの

多様な切り口で、将来の岩手を担う人材の育成に資

する教育プログラムを作成することが求められてい

る。また、復興教育の基本的な考えに基づいた教育

を全県共通理解のもとに進めていくため、実践事例

等を収集し、事例の紹介や交流を通して教育内容の

充実が図られるよう、各学校の取り組みを支援する

ことに主眼が置かれている。 
 復興教育の意義として、「10 年後、20 年後の岩手

の復興・発展を担う子どもたちを育成することが、

今後の岩手の教育に課せられた使命である」とし、

「今回の体験を生かすことで、深く広い豊かな人間

性をもった『人づくり』を可能にすることである」

としている。また、「被害の多寡によらず、子どもた

ち一人ひとりがこの震災津波と向き合い、自分自身

を見つめ、他者や社会とのかかわりを考えることが

重要である」という点からも、被災地域の学校だけ

でなく、全県的に取り組むことの重要性が示されて

いる。この点を踏まえ、「いわての復興教育」は県内

すべての公立小学校（369 校）および中学校（185
校）をはじめ、高等学校や特別支援学校も対象とし

て推進されている。 
 
（2）復興教育の視点と学校の枠組み 

 復興教育は、新たに何かを始めるというものでは

なく、各校で行われている教育活動全般を、復興教

育の視点に基づいて教育内容を見直した上で再構築

し、それら一連の教育活動を各校における「復興教

育」として位置づけるものである。その際に重要と

なるのが、「教育的価値」である。「いわての復興教

育」では、震災の体験からクローズアップされた「教

育的価値」を、「１ いきる」（震災津波の経験を踏

まえた生命の大切さ、心のあり方、心身の健康）、「２ 
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なわち、同事業の特徴としては、被災地の学校教育

の支援のみならず、それらを契機とした実践を共有

し、全国へと普及させることを企図している点にあ

る。 
 
B．岩手県における取り組み―「いわての復興教育」

― 

 次に、岩手県における復興教育の取り組みについ

て、その展開をみていくことにする。 
 岩手県では 2012 年より、「いわての復興教育」と

いう事業が進められている。震災発生直後の2011年

5月、岩手県教育委員会は「いわての復興教育」とし

て、県内すべての小中高に対し、震災から得た教訓

を踏まえた教育プログラムの検討・実施を要請した。

先行的な実践事例を収集するとともに、具体的なプ

ログラムの検討を行い、2012 年 2 月に『「いわての

復興教育」プログラム』が策定されて、「復興教育推

進校」として県内の小学校 26 校、中学校 20 校およ

び全ての県立学校が指定されるなど、本格的な取り

組みが進められた。その成果を踏まえて再検討が加

えられ、2013 年度には『「いわての復興教育」プロ

グラム（改訂版）』が作成されている（岩手県教育委

員会2014 pp.212-213）。実施期間は2015 年度まで

の予定とされている。 
 「いわての復興教育」は、2011年8月に策定され

た「岩手県東日本大震災津波復興計画」を受けて実

施されている。同計画では、「安全の確保」、「暮らし

の再建」、「なりわいの再生」の 3 つを復興に向けた

原則とし、「暮らしの再建」の具体的な取り組みの 1
つとして「教育・文化」を位置づけている。「教育・

文化」の基本的な考え方の1つには、「東日本大震災

津波体験を踏まえた防災教育や復興に対する自己の

在り方などを総合的に学ぶ全県的な教育プログラム

を進めることにより、子どもたち一人ひとりの学び

の場の復興を図る」ことが掲げられ、「いわての復興

教育」プログラムの構築は、「教育・文化」の中心的

な取り組みとされている(8)。なお、同事業は2011 年

度より、先述の文部科学省「復興教育支援事業」に

採択されている。 
 以下、「いわての復興教育」の内容について、『「い

わての復興教育」プログラム』（平成 24 年版）およ

び『「いわての復興教育」プログラム（改訂版）』（平

成25年版）に基づき見ていくこととする(9)。 
 
（1）目的・概要 

 「いわての復興教育」は、「郷土を愛し、その復興・

発展を支える人材の育成」を目的とし、震災や津波

の体験から得られた教育的価値（詳細は後述）を具

体化しながら、震災後の新たな教育課題に対応し、

これまでの教育活動を充実・深化させるものである。 
 そのため各校は、防災教育・健康教育をはじめ、

ボランティア教育やキャリア教育・道徳教育などの

多様な切り口で、将来の岩手を担う人材の育成に資

する教育プログラムを作成することが求められてい

る。また、復興教育の基本的な考えに基づいた教育

を全県共通理解のもとに進めていくため、実践事例

等を収集し、事例の紹介や交流を通して教育内容の

充実が図られるよう、各学校の取り組みを支援する

ことに主眼が置かれている。 
 復興教育の意義として、「10 年後、20 年後の岩手

の復興・発展を担う子どもたちを育成することが、

今後の岩手の教育に課せられた使命である」とし、

「今回の体験を生かすことで、深く広い豊かな人間

性をもった『人づくり』を可能にすることである」

としている。また、「被害の多寡によらず、子どもた

ち一人ひとりがこの震災津波と向き合い、自分自身

を見つめ、他者や社会とのかかわりを考えることが

重要である」という点からも、被災地域の学校だけ

でなく、全県的に取り組むことの重要性が示されて

いる。この点を踏まえ、「いわての復興教育」は県内

すべての公立小学校（369 校）および中学校（185
校）をはじめ、高等学校や特別支援学校も対象とし

て推進されている。 
 
（2）復興教育の視点と学校の枠組み 

 復興教育は、新たに何かを始めるというものでは

なく、各校で行われている教育活動全般を、復興教

育の視点に基づいて教育内容を見直した上で再構築

し、それら一連の教育活動を各校における「復興教

育」として位置づけるものである。その際に重要と

なるのが、「教育的価値」である。「いわての復興教

育」では、震災の体験からクローズアップされた「教

育的価値」を、「１ いきる」（震災津波の経験を踏

まえた生命の大切さ、心のあり方、心身の健康）、「２ 
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かかわる」（人の絆の大切さ、地域づくり、社会参画）、

「３ そなえる」（自然災害の理解、防災や安全）と

いう 3 つに分類している。この 3 つの教育的価値を

柱に、あわせて21の具体的な下位項目を設定し、そ

れらに基づいて各校において取り組みが行われる

（具体的な内容については以下の図1を参照）。 
こうした視点に基づいて、各校においては教育目

標や教育活動、経営活動および計画推進の手法を見

直し、再構築していくことが求められている。まず、

学校経営の基本方針において、「いわての復興教育」

の目的（郷土を愛し、その復興・発展を支える人材

の育成）に触れることが求められる。その上で、3つ

のテーマと 21 の項目からなる教育的価値を参考に、

その中から各校の選択する「教育的価値」を経営の

重点として位置づけるとともに、実際の教育活動と

結びつけて展開することとなっている（図2 参照）。 
 

図1  「いわての復興教育」における3つの教育的価値と具体の21項目(10) 

3つの教育的価値 具体の21項目
（1）【かけがえのない生命】
　　　　全ての生命は、かけがえのないものであることを実感し、大切にする。
（２）【自然との共存】
　　　　自然の恵みや美しさに感動する心と畏敬の念をもち、自然と共に生きることについて考える。
（３）【価値ある自分】

１　　【いきる】 　　　　どのような状況においても、自分の存在を認め、必要とされる存在であることを認識する。
（４）【夢や希望の大切さ】

＜生命や心について＞
　　　　夢や希望をもつことは、生きる価値を見出すことであり、つらく厳しい状況を乗り越えられる
　　　ことにつながることを実感する。
（５）【やり抜く強さ】

　震災津波の経験を踏ま
えた生命の大切さ・心の

　　　　救援活動などに従事した人々の働きと苦労を通して、どんな状況においてもやり抜く強さに
　　　ついて考える。

あり方・心身の健康 （６）【心の健康】
　　　　つらいことや悲しいこと、環境からくるストレスなどを感じた時の対処方法を学び、自分自身で
　　　心の健康を維持する。
（７）【体の健康】
　　　　周囲の環境を理解し、状況に合わせながら安全に気をつけて遊んだり、運動したりする。
（８）【家族のきずな】
　　　　安心して生きていくための生活基盤として、家族の絆や家族の一員としての喜びを実感する。
（９）【仲間や地域の人々とのつながり】
　　　　幼児や高齢の人々・障がいのある人々等が一緒に生活していける地域社会において、互い
　　　に支え合う仲間の大切さや地域の方々のありがたさを実感する。

２　　【かかわる】 （１０）【県内外や海外の人々とのつながり】
　　　　苦しみや悲しみに包まれている人々を支援している人に感謝し、共に協力することの大切さを
　　　実感する。

＜人や地域について＞ （１１）【ボランティア】
　　　　他の人や地域社会に役立つことを自分から進んで実践し、他人の喜びを自分の喜びとして
　　　共感する。

　震災津波の経験を踏ま （１２）【自分と地域社会】
えた人の絆の大切さ・地
域づくり・社会参画

　　　　自然災害が、暮らしの変化や地域経済に与える影響について理解し、自分と地域社会との
　　　関係について考える。
（１３）【地域づくり】
　　　　郷土の美しい自然、伝統行事・郷土芸能、温かい人のつながりある社会、安全なまちを願い、
　　　地域づくりにかかわる。
（１４）【復旧・復興へのあゆみ】
　　　　震災津波で被害を受けた交通網や産業、住宅やまちの復旧・復興の状況を調べ、安全で生き
　　　生きしたまちづくりにかかわる。
（１５）【東日本大震災津波の様子と被害の状況】
　　　　平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波の様子と被害の状況について理解する。
（１６）【自然災害発生のメカニズム】
　　　　自然災害が発生するメカニズムやそれぞれの災害について理解する。
（１７）【自然災害の歴史】
　　　　過去に起きた自然災害や自然災害と共存してきた人々の努力や工夫などについて調べ、
　　　防災・減災について理解するとともに、次の世代へ語り継いでいく。

３　　【そなえる】 （１８）【自然災害のライフラインへの影響】

＜防災や安全について＞
　　　　震災津波の被害による教訓をもとに、水、電気、ガス、灯油、ガソリン、道路などの供給・輸送
　　　システムやその大切さを理解し、ライフラインが止まったときに対応できるようにする。
（１９）【災害時における情報の収集・活用・伝達】

　震災津波の経験を踏ま
　　　　震災津波の被害による教訓をもとに、情報の大切さ、情報の収集、選択・判断、発信の方法
　　　などについて理解し、活用できるようにする。

えた自然災害の理解・防 （２０）【学校・家庭・地域での日頃の備え】
災や安全 　　　　避難場所や避難方法、避難経路を把握して、安全に避難する。家具の安全対策、避難の

　　　方法や落ち合う場所、非常時持ち出し品、放射線についての正しい理解など、学校や家庭で
　　　できる防災対策を行う。地域の防災システムを理解し、防災活動に参加する。
（２１）【身を守り、生き抜くための技能】
　　　　危機を予測（回避）し、災害や事故に直面した際に自他の体を守り、被害を最小限に止め、
　　　非常時を生き抜く技能を身に付ける。（応急手当や心肺蘇生法、食中毒防止、衣食住に関する
　　　こと、放射線対策等）
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図2 学校経営における復興教育の位置づけ(11) 

 
（3）復興教育の主な教育内容と組み立て 

 復興教育は、各校の実情を踏まえながら教育内容

を選択し、学校独自のアプローチを検討して進める

ことが求められるが、先行事例を踏まえ、主な教育

内容は 3 つに分類されている。第 1 は「組み替え」

型であり、これまでの指導に今回の震災津波に関連

した内容を加味し、一部を組み替えて指導する内容

である（例：キャリア教育）。第 2 は、「課題対応」

型であり、今回の震災津波によって緊急的に対応が

求められる内容である（例：防災教育、健康教育・

心のケア）。第3が「充実・深化」型であり、今回の

震災津波に関連した体験や活動を基に、指導をさら

に充実・深化することができる内容である（例：道

徳教育、ボランティア教育、地域との交流、他地区

との交流、学校間の交流、各教科指導）。 
 実際のカリキュラム編成に際しては、各教科、道

徳、総合的な学習の時間、特別活動、その他教育課

程外の時間にそれぞれ位置づけるものとされる。た

とえば、キャリア教育や道徳教育を柱に他の内容と

関連づける、あるいは総合的な学習の時間のテーマ

として防災教育やボランティア教育を共通に取り上

げて指導するなど、先述の教育的価値と各教科・領

域等の教育活動との関連を図りながら、各校独自で

復興教育を組み立てることが求められる。 
 
（4）「いわての復興教育」の取り組み 

 岩手県教育委員会が、県内の全小中学校を対象に 
2012年11月に実施した調査をもとに、「いわての復

興教育」の実施状況をみていく(12)。まず、各校で取

り組まれた復興教育の内容についてである。小学校

と中学校の双方で最も取り組まれているものは「防

災教育」であり、70％を超える学校が行っている。

小中学校を比較してみると、小学校で取り組まれる

割合が高いものは「健康教育・心のサポート」や「道

徳教育」、「自分たちの地域に関して」と続く。一方、

中学校で取り組まれる割合が高いものは「ボランテ

ィア教育」が多く、次いで「健康教育・心のサポー

ト」、「キャリア教育」となっている。 
 復興教育を行った時間の内訳については、小学校

低学年では「生活科」や「道徳」、「学校行事」など

の時間が多く、小学校高学年からは「総合的な学習

の時間」で行われる割合が高い。中学校においても

同様に「総合的な学習の時間」での取り組みが多く

なっている。 
 次に各校での取り組みの内容について、復興教育

推進校を対象に活動の内容を分析した調査によれば、

各校の取り組みは次頁の表 1 のように分類される。

大きな分類として「被災地支援系」、「被災地見学系」、

「交流系」、「講話系」、「振興系」、「まちづくり系」、

「カウンセラー系」、「学習系」などに分類されてお

り、その中でもさらに多様な取り組みがなされてい

ることが分かる。次節ではこの分類も踏まえつつ、3
つの事例を取り上げて復興教育の具体的な取り組み

をみていくことにする。 
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表1 復興教育プログラムの分類(13) 

 
Ⅲ．復興教育の事例 

 
A．野田村立野田中学校の復興教育 

（1）野田村の概要 

 野田村は岩手県沿岸北部に位置する、村内に小中

各 1 校と県立の工業高校がある村である（村の位置

は右図の○参照）。人口は 2010 年国勢調査の時点で

4632人であり、古くは塩業で栄え、現在は漁業が村

を代表する産業であるが、就業人口でいえば第 3 次

産業が多くを占める構成となっている(14)。 
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 野田村では主に津波によって 37 名の死者があり、

建造物の被害は全壊が308棟、大規模半壊が135棟、

一部損壊が 59 棟であった。海岸沿いには高さ 10m
ほどの防潮堤が造られていたが、津波はその防潮堤

を越えて村の中心部まで押し寄せ、甚大な被害が出

た。但し、行方不明者が野田村ではゼロであったた

め、津波に流された瓦礫の撤去では早くから重機を

用いての作業が可能となり、復興へ向けた動き出し

は沿岸部の自治体では早い方であったといえる。 
 この野田村にある唯一の中学校が村立野田中学校

である。同校は2013年度の生徒数が109名であり、

グランドには 128 戸の仮設住宅が建設されている。

同校には2012年8月31日に訪問して藤岡宏章校長

（当時）にインタビュー調査を行ったほか、藤岡前

校長が岩手県教育委員会に異動となった後の 2014
年7月30日に岩手県庁を訪問し、再度インタビュー

調査を実施した。これらの調査で得られたデータを

基に、以下野田中学校での復興教育の取り組みにつ

いてみていくことにしたい。 
 
（2）野田中学校の復興教育の内容 

 野田中学校の復興教育は、「自らが強く生き抜くと

いうことにとどまらず、自分自身を見つめ他者や社

会と自分の関わりをとらえながら地域の一員として

積極的に関わろうとする生徒を育成する」ことを目

標とし、テーマとして「心豊かで、笑顔あふれる、

野田村の復興」を掲げている。生徒の間では「私た

ちが野田村の太陽になろう」が合言葉とされており、

「いわての復興教育」において挙げられた視点の中

では特に「ひとづくり」に焦点を当てた取り組みで

ある。 
 野田中学校では、震災発生以前からボランティア

教育で特色ある取り組みが行われていた。同校の復

興教育はボランティア教育を核とした「充実・深化

型」の一事例として位置づけることができるもので

あり、各学年の中心的な視点としては、1学年は「人

権」、2学年は「生き方」、そして3学年は「まちづく

り」が据えられている。 
 野田中学校の復興教育において特に注目すべき点

として挙げられるのが、行政との連携が図られてい

る点である。野田村では現在、津波の浸水域を公園

として整備する、「野田メモリアルパーク構想」と称

する計画が進められているが、野田中学校では主に

社会科と総合的な学習の時間を活用して、この構想

づくりに生徒が参加する機会を設けている。「野田の

復興を考え、地方自治を学ぶ」というテーマのもと、

村の行政と連携した取り組みが行われている点が野

田中学校の復興教育の大きな特色である。 
 取り組みの具体的な内容として、被災後初年度の

2011 年度には、「復興計画を提案しよう」というテ

ーマを掲げ、「暮らしやすい村づくり ―財源的に栄

えるために―」という視座を設定して、当時の 3 年

生が構想づくりに参画した。その中で生徒から「鉄

道・医療機関・防潮林・防潮堤が失われていること」

が問題点として提起され、その解決方策が考案され

ていった。 
 解決方策として提言されたのは、①3重の防潮堤の

設置、②高速道路の延伸と村内のインターチェンジ

設置、③商業施設・住宅地の建設 の3つであった。

このうち行政でも特に注目され、構想の具体化が進

められていったのが①の「3重の防潮堤の設置」であ

った。 
 生徒の中には、「防潮堤がない今、再び大地震が発

生して津波の襲撃を受けたとすれば、今回以上に大

きな被害が出る」という問題意識があった。そして、

海岸沿いに高さ5m、その内側に高さ8mの防潮堤を

設け、さらにその内側に上を道路と鉄道が通る盛り

土を設けるという「3重構造」の防潮堤の設置が提案

された。この構想は村の計画にそのまま採用され、2
つの防潮堤に挟まれた空間を「メモリアルパーク」

と名付けて、防潮林のほか綿花や向日葵といった植

物も植えた自然色豊かな公園として整備されていく

こととなった。 
 この 2011 年度の活動を受け、2012 年度には新し

い3年生（2011年度の2年生）が、近隣の大学や設

計コンサルタントも外部指導者として招聘される中

で公園整備計画の具体化に取り組んでいった。そし

て2013年度には1学年の生徒が、前年度までの活動

をさらに引き継ぎ公園の具体的なデザインを練り上

げている。「野田メモリアルパーク」は 2016 年春の

完成が見込まれているところである(15)。 
 
（3）野田中学校の復興教育の特色 

 繰り返しになるが、野田中学校の復興教育の特色
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として、まず挙げられるのが行政との連携で行われ

ている点である。行政との連携について、藤岡前校

長はその重要性を以下のように述べている(16)。 
 
 「復興教育の中では『地域社会との関わり』とい

うことを盛り込んでいるのですが、ウチの場合は

まさに中学生が地域の担い手というところにあた

るんじゃないのかな、と。だからこそ、社会参画

をさせる機会を持っていかなければいけないなと

思っています。」 
 
 また、中学生に与える影響については、次のよう

に述べている。 
 
 「私が言ったのは、『社会と関わることの大事さが

ここにはあるよ』というところだったんです。『今

まではヴァーチャルな中で社会との関わりをやっ

ていたんだけれど、今回は本物だよね、是非そう

いうつもりで臨んでごらん』ということを言った

ところなんですけれども、そういう接点を持って

くると、問題意識・課題意識を持ってくると思う

んですよ。そういうことが大事なんだろうな、と。」 
 
 そして、中学生が提案したアイディアが実際に採

用され、実現に向けて進展していることについて、

藤岡前校長は次のように述べている。 
 
 「自分たちのアイディアが活かされたということ

を凄く生徒たちは意気に感じていると思います。」 
 
 こうした行政との連携が野田中学校の復興教育の

特長として挙げられる一方、後述する他事例との相

違も考慮しつつ指摘できる点として、総合的な学習

の時間を中心としつつも、それのみにとどまらず他

教科の学習とも関連させつつ実施されている点が挙

げられる。こうした構成を取ったことについて、藤

岡前校長はその意図を次のように説明している。 
 
 「この『いわての復興教育』というのは、いわゆ

るクロスカリキュラム的な要素が非常にあるので

はないかなと私自身は思っていて、整理整頓をし

ていくと、『何でもかんでも総合的な学習の時間』

ではないということが見えてくるだろうと思って

います。総合的な学習の時間、やはり限られてき

ているので、その中でやっぱりこれだけをメイン

に置いているわけじゃないわけですよね。『課題を

立てて追究をしていく』という総合的な学習の時

間の目的というのはあるわけなんですけれど、そ

れからちょっと外れる内容というのもあると思う

んです。それから教科の内容から外れる内容もあ

るし、特別活動から外れる内容もあると。そうい

うことができるような時間をこの復興教育という

中で補っていければいいな、と。」 
 
 こうした発想に基づき、総合的な学習の時間を中

心としつつも、社会科や理科、国語なども交えつつ

実施されている点も野田中学校の復興教育の特色と

して挙げられる点である。 
 もう 1 点、野田中学校の取り組みの特色として挙

げられるのが、震災発生前から同校で行われてきて

いたボランティア教育を発展させる形で復興教育に

取り入れている点である。野田中学校では2001年度

から社会福祉協力校の指定を受け、ボランティア教

育の蓄積を重ねてきた。その蓄積を復興教育の中で

活かしている点も、1つの特色として挙げられる点で

ある。 
 このように、野田中学校の復興教育は震災発生前

から行われていた取り組みを活かしつつ、総合的な

学習の時間を核として教科学習も組み合わせながら、

村の行政をはじめ外部機関との連携・協力を図って

実施していることを特色として指摘することができ

る。また、その具体的な内容が「村の復興計画づく

りへの参画」という、村のこれからに焦点を当てた

ものになっていることも注目すべき点として挙げら

れるところである。 
 
B．宮古市立津軽石中学校の復興教育 

（1）宮古市および津軽石中学校の概要 

 宮古市は岩手県沿岸部のほぼ中央に位置する、人

口約55000人の市である。東西で約40kmの幅があ

り、市の東部は本州最東端に当たる 魹ヶ崎や景勝地

として有名な浄土ヶ浜などがあるリアス式海岸が続

いているが、西部は山地となっている（宮古市の位

置は次の図のマル囲みの部分）。 
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いわゆる「平成の大合併」の結果、岩手県内の市

町村では最大の面積を誇る自治体となった。産業と

しては第3次産業が中心となっている。 

 
津軽石中学校はこの宮古市の南部に位置している。

海岸線からは2kmほど内陸に入ったところにあるが、

近くを津軽石川という川が流れており、2011年3月

11 日の震災発生当日にはその津軽石川を遡上した津

波が同中学校にも押し寄せ、校庭が 60cm ほど浸水

している。近くの集落ではほぼ全ての集落が津波に

よって全壊したところもあり、今なお遠方の仮設住

宅からバスで数十分かけて通学する生徒もいる状況

である。同校は 2012 年 8 月 30 日と 2013 年 3 月 5

日に訪問し、笹川正校長（当時）にインタビュー調

査を実施した。訪問した2012年度、津軽石中学校は

全校生徒125名、教職員20名であった。この津軽石

中学校における復興教育の取り組みを本項ではみて

いくことにする。 
 

（2）津軽石中学校の復興教育の内容 

津軽石中学校では、「地域のために役立とうとする

心を育て、自分たちの力が地域のために役立つこと

を実感させること」をねらいとして、地域に伝わる4
つの郷土芸能の復活・継承を、主に「総合的な学習

の時間」を活用して復興教育として行っている。 
 津軽石中学校では、「総合的な学習の時間」のうち

の20時間を「PLEASURE TIME（プレジャータイ

ム）」という単元で設定しており、「いわての復興教

育」プログラムが策定された2012年度にはこの時間

と従来から行われていた郷土芸能継承活動の時間と

が復興教育に充てられ、生徒の手による郷土芸能の

復活が行われた。 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■「PLEASURE TIME（プレジャータイム）」（20時間）
1学年

（年間50時間） ◆事前指導：2時間
　・全体オリエンテーション：1時間
　・講座オリエンテーション：1時間

2学年
（年間70時間） ◇主活動：18時間

　・6時間×2回
　・2時間×2回

3学年 　・発表会：2時間
（年間70時間）

■郷土芸能継承活動（20時間）

進路講演会
（2時間）

宿泊研修準備
（5時間）

東京都内キャリア研修準備

3年間のまとめ課題研修

（14時間）

（10時間）

産業体験学習
（5時間）

宿泊研修
（14時間）

東京都内
キャリア研修
（18時間）

表2 津軽石中学校の2012年度「総合的な学習の時間」年間計画(17) 
 
「4 つの郷土芸能」とは、「法の脇鹿踊り」、「津軽

石さんさ」、「赤前ソーラン」、「栄通り太鼓」の 4 つ

である。これらはいずれも地域で伝承されてきたも

のであり、震災発生以前から文化祭での演舞は行わ

れてきていたが、津波により道具や衣装が流される

などの被害があり、2011年度には実施されなかった。

そうした状況を受けて 2012 年度、「津軽石中学校の

復興教育」として、道具や衣装の作成も含めたこれ

らの復活に取り組むこととなったものである。 
 活動としては、道具・衣装の作成から演技の練習、

文化祭に向けた CM づくり等が「総合的な学習の時

間」の中で行われた。衣装作成や演技の練習ではも

ともと学校の周辺に暮らし芸能の伝承を担ってきた

人々が外部講師として参画することになり、震災に

よって遠方の仮設住宅に点在していた地域住民が学

校に集う機会が設けられたことになる。また上級生
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から下級生へと芸能を伝承していくルートもこの復

興教育の取り組みで守られたことになる。2012年度

に“復活”した衣装や道具を用いて、2013年度以降

も文化祭を中心とした伝統芸能の継承として、津軽

石中学校の復興教育は継続されている。 
 
（3）津軽石中学校の復興教育の特色 

津軽石中学校の復興教育は、震災発生前に周辺の

地域に暮らしていた人々の協力を得ながら、震災に

よって失われた地域の伝統を中学生が主体となって

復活させたということが大きな特色である。こうし

た形で復興教育に取り組んだ背景について、笹川前

校長は次のように説明している(18)。 
 
 「学校教育は学校で完結するものではないと常に

思っていて、より充実させた豊かな活動をするた

めには地域との関わりというのが絶対に必要だし、

力をいただかないと充実しないというスタンスで

ずっといたものですから、だったら復興教育も地

域との関わりの中で何か活動が組めればいいかな

ということで、基本的なスタンスはそんな感じで

作ったところでした。」 
 
 そして、復興教育そのものの理念について、笹川

前校長はご自身の理解を以下のように説明している。 
 
 「復興教育って、正直この言葉自体が嫌いだった

んですよ。あまりにもおこがましいような、高飛

車な看板なので。『おまえたちが地域の復興を担う

んだよ』みたいなものを意味づけるというか、そ

ういう形で洗脳していく教育のようなイメージに

しか取れなかったので、復興教育という言葉自体、

何かおかしいんじゃないかと、これを県教委が立

ち上げた時点では私は否定的だったんだけれども、

話を聞いていく限りそんな偏った考え方ではなく

て、従来の、岩手がずっとやってきた『地域に根

差した人づくり』という部分で位置づけられてい

たし、それがたまたま被災したという特別な状況

の中で行われるのが復興教育というものだという

単純な捉え方を、説明を聞いて理解したものです

から、それだったら、普通の人づくりの中に位置

づくんだったらいいだろうということで了解しま

したし、そんな形で進めてきました。」 
 
 なお、既述のとおり、津軽石中学校では復興教育

は総合的な学習の時間を活用して展開されている。

特に本稿で取り上げている他の 2 事例と比較したと

き、この点も 1 つ特徴的な点として指摘できるとこ

ろである。 
 
C．宮古市立宮古小学校の復興教育 

（1）宮古小学校の概要 
宮古小学校は宮古の市街地に位置しており、宮古

駅から歩いて 10 分ほどのところにある。1873 年に

創立され、今日に至るまで 140 年以上の歴史を有し

ている。多いときには1000人を優に越える児童が在

籍していたが、2013年度は全校児童数257名、教職

員数27名となっており、学級数は各学年1クラスな

いし2クラスである。 
 2011 年 3 月 11 日の地震発生当日、宮古小学校も

津波の被害を受けた。校庭の 4 分の 3 ほどが浸水し

たが、校舎には地震・津波いずれの被害もなく、地

震発生当日から同年7月25日まで、同校は地域住民

の避難所となって、多いときには 700 名以上の避難

者を受け入れていた(19)。2012年度に県の復興教育推

進校指定を受け、2013・2014年度は宮古市の研究指

定校として復興教育の実践を進めているところであ

る。 
 宮古小学校には2012年8月30日、2013年3月4
日、2014 年の 2 月21 日の3 度にわたって訪問し、

相模貞一校長（当時）にインタビュー調査を実施し

た(20)。以下、この宮古小学校の復興教育について記

すことにしたい。 
 
（2）宮古小学校の復興教育の内容 

 宮古小学校では、復興教育は「教科指導の深化・

充実」という視点に基づき、教科教育の中で展開さ

れている。 
 具体的には、同校は復興教育のキーワードとして

「自分から」という言葉を掲げ、「ふるさとを愛する」、

「心優しくたくましく生きる」、「主体的に学ぶ」、「自

分の命は自分で守る」という4つの目標を掲げて、「ふ

るさとの復興を担う人づくり」として復興教育を行

っている。そして、低学年では体育科を、中学年で
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は社会科を、高学年では国語科を重点教科に位置づ

け、「意欲づくり」・「仲間づくり」・「自分づくり」を

主なねらいとして実践に取り組んでいるところであ

る（詳細は以下の図3および次頁の図4も参照）。 
 

 
 図3 宮古小学校の復興教育イメージ図(21) 
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図4 宮古小学校の2013年度研究構想図(22) 
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教科教育の深化・充実として復興教育を展開して

いく上で、宮古小学校では特に教員間でのイメージ

の共有のためにいくつかの工夫がなされている。そ

の例としては、各単元の構想図に復興教育との関わ

りを明記するようにしたこと、各授業の指導案の冒

頭に担当教員の復興への思いを記すようにしたこと

などが挙げられる。また、従来「一人一役」であっ

た分掌の見直しを行い、組織的な学校経営を行いや

すい体制をつくっていることも関連して挙げられる

点である。 
 

（3）宮古小学校の復興教育の特色 

宮古小学校の復興教育の特色は、何よりも「教科

指導の進化・充実」として実践を行っている点にあ

る。このような形で復興教育を行うこととした理由

について、相模前校長は以下のように述べている(23)。 
 
 「何とか普段の学習の中で復興教育につなげるこ

とができないか、と。『細く長く』でいいから、こ

の体験を語り継ぎ、そして感じ入れて、できれば

保護者の人たちも地域の人たちも一緒になって、3
月11日を忘れないような取り組みにできたらいい

かなという、そういう思いでやっているところで

す。」 
 
 この説明の中にある「細く長く」ということが、

宮古小学校の復興教育における大きなポイントとな

っている点である。宮古小学校には、代々継承して

きた伝統芸能があるわけではない。また、校庭まで

津波が押し寄せたとはいえ、周辺の店舗や住宅には

地震や津波によって倒壊に至ったものはほとんどな

く、白紙の状態からまちの復興を進めていく状況に

迫られているわけでもない。このような状況の中で、

復興教育を一時的なものではなく継続的な取り組み

として行っていくためには、たとえ「細く」ではあ

っても各教科の中にその要素を盛り込んでいくとい

う工夫が大きなポイントとなったといえる。「教科教

育の深化・充実」という視点で組み立てられている

ことが宮古小学校の復興教育の大きな特色である。 
 また、復興教育の実践を核として学校経営の体制

の見直しを図っていることも、同校の特色として指

摘できるところである。学校経営の見直しを図った

理由について、相模前校長は以下のように述べてい

る(24)。 
 
 「国語は国語で、社会は社会で、それらをきちっ、

きちっとやっていけばひと通りの基礎的な学習は

できるとは思う。だけれども、その他にキャリア

をやれと言われ、ボランティアをやれと言われ、

環境もどうだと言われ…。みんな全体計画もつく

ってあるけれども、では果たしてどこまでやって

いるの？ という話なの。もう少しこう、焦点化

して、それらがある程度網羅されているものを意

識できたら、少しは楽に『こんな思いでやってい

たんだよな』、『こういうことだよな』というのを

ちょっと先生方が分かり合えば、もっと楽に授業

ができるかなという、そんな思いなのよ。今まで、

やっているようで実はやっていない。」 
 
 この説明からは、今日では「氾濫している」と言

っても過言ではない、特定の教科に留まらない「○

○教育」の多発を踏まえた上で、それらにも対応で

きる体制づくりを復興教育を契機として行っていく

意図があることが窺える。 
 このように、教科教育の深化・充実という視点で、

学校経営の体制見直しまで含めて実践を行っている

点が宮古小学校の復興教育の特色である。 
 
Ⅳ．まとめと課題 

 
A．本稿のまとめ 
以上、本稿では東日本大震災後の「復興教育」と

称される取り組みに焦点を当て、国レベルでの展開

にも言及しつつ、主に「いわての復興教育」につい

て、推進校の事例を中心に詳細をみてきた。 
 国レベル及び岩手県での復興教育の取り組みを見

ていく中で触れたとおり、復興教育は必ずしも被害

の大きかった学校のみで行うものではなく、岩手県

においては沿岸・内陸を問わず県内の全ての小中学

校で、そして国レベルにおいても、東北地方に限ら

ず広く全国を対象とした取り組みとして想定されて

いるものである。しかし実際には、「復興教育」とい

っても具体的に何を行えばよいのかイメージがしに

くい場合も多く、実践するにあたっても、新たな教
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教科教育の深化・充実として復興教育を展開して
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育プログラムの追加として少なからぬ負担を憶えて

しまう場合があることも指摘できるところではある。 
 こうした点を踏まえつつ、具体例として取り上げ

た各校の実践を見てみると、復興教育を実践するに

あたっての核となる題材は必ずしも限定されている

わけではなく、地域に受け継がれてきた伝統を核と

する場合もあれば、今後の地域の再生ヴィジョンを

題材にする場合もあり、また教科ごとの教育活動の

中から復興教育の要素を部分部分で見つけていくと

いう視点で考えていくことも可能であるなど、その

取り組み方は多種多様であることが見て取れる。ま

た、教科の時間を用いる場合もあれば総合的な学習

の時間を活用している場合もあるものの、いずれの

学校もこれまでに設定されていた時間の中から内容

を組み替えて「復興教育」の時間を設定している。

既存の時間・内容や教育資源の中から核となる要素

を抽出して展開していくという復興教育の在り方は、

被災地の学校教育、そして震災後の学校教育の在り

方を考える上で大いに示唆に富むものということが

できる。そしてこのことはまた、単一の教科の枠を

超えた、「○○教育」と称される教科横断的な取り組

みが増えつつある今日の学校教育の在り方を考える

上でも、有益な示唆を与えてくれるものであるとい

えよう。 
 そして、各校の具体的な実践例をみていく中で特

に注目されるものとして、校長の復興教育にかける

思いやヴィジョンもまた挙げることができるであろ

う。「学校の自主性・自律性」が問われる今日の学校

において、そのリーダーたる校長の役割を「学校と

して教授・学習活動の改善をいかに進めるか、その

ために学校組織をどう捉え直すべきか、という視点

で」（浜田2007 p.310）捉え直すことの重要性が唱え

られてきているところである。個々の教師でもなく、

市町村でもなく、学校が 1 つの単位として独自のカ

リキュラムをつくっていく中で、校長の立つべきス

タンスの具体像に描き出せたことは、本稿の大きな

意義といえるところであろう。 
 
B．今後の課題 

一方、本稿には課題も残されている。まず、訪問

調査を実施した事例数に限りがあり、いずれの事例

も数回の訪問時にヒアリングを行ったのみであるた

め、具体的な実践の場面を観察するなど深い調査に

は至れていない点が挙げられる。調査事例数および

調査内容が限定的である点は本稿の課題として 1 つ

挙げられる点であり、今後さらに詳しい調査・観察

を行い、より分析を深めていくことが求められると

ころであろう。 
 もう 1 点課題として挙げられるのが、対象として

いる時間の短さである。復興教育は既述のとおり「今

後の復興を担う人づくり」が主眼に据えられたもの

であり、復興が今後数十年の時間を要するといわれ

ていることに鑑みれば、復興教育もまた震災発生後

わずか数年のうちに完結させられるものではなく、

長い期間を視野に入れた調査分析が求められるとこ

ろであろう。仮に事業としての復興教育が今後数年

のうちにひと段落するとしても、それを以て復興教

育が完結したと見做すことは適切ではないと思われ

る。少なくとも現段階では、復興教育を総体的に捉

える上で十分な時間が経過していないという点も、

本稿に関わる課題として自覚しておかねばならない

点である。 
 以上2点を本稿にかかわる課題として自覚しつつ、

今後さらに復興教育の調査研究を積み重ねるべく努

めていくことにしたい。 
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